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今後想定される地震・火山・水害等について

1

 令和６年能登半島地震をはじめとするこれまでの災害対応においても、内閣府防災では、各省庁・自治体の応援を得ながら、組織を
挙げて災害対応に当たってきたが、現在の体制では、その間、防災施策に係る企画立案業務は事実上中断せざるを得ないのが実情。 

 今後、更なる大規模な被害が予想される千島海溝地震、日本海溝地震や首都直下地震、南海トラフ巨大地震、富士山噴火などの
大規模災害に備え、防災業務の企画立案機能を飛躍的に向上させ、平時から不断に万全の備えを行うことが必要不可欠。 

令和６年能登半島地震
・死者数：698人
・避難者数：最大5.7万人
・全半壊家屋数：30,240棟

<※R7.12.25 18:00時点>

<※人的被害：R6.8.14時点>
<※建物被害：H31.4.12時点>

<※H31.1.9時点>

千島海溝地震、日本海溝地震
・想定死者数：最大 約19.9万人
・想定避難者数：最大 約60万人
・想定全壊焼失棟数：最大 約22万棟

東日本大震災
・死者数：19,787人
・避難者数：最大47万人
・全半壊家屋数：410,100棟

・想定死者数：最大 約1.8万人
・想定避難者数：最大 約410万人
・想定全壊焼失棟数：最大 約40万棟

首都直下地震（都心南部直下地震）

南海トラフ地震
・想定死者数： 最大 約29.8万人
・想定避難者数：最大 約650万人
・想定全壊焼失棟数：最大 約235万棟

<※R8.3.10 10:00時点>

平成２８年熊本地震
・死者数： 277人
・避難者数：最大18万人
・全半壊家屋数：43,386棟

平成３０年７月豪雨
・死者数：237人
・避難者数：最大4.2万人
・全半壊家屋数：18,010棟 【溶岩流等】 想定影響範囲内人口：約79万人

想定事前避難者数： 約11万人
【火山灰】 首都圏を含む広域に影響を及ぼすおそれ
   

富士山噴火

交通機能の麻痺やライフラインの機能停止、
木造家屋の倒壊など

※避難者数は避難所避難者数を指す
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防災庁設置の基本的な考え方

防災庁の機能、果たすべき役割

○ 防災庁の果たすべき役割 ～ 平時から発災時、復旧・復興までの一貫した司令塔機能 ～

Ⅰ 防災に関する
  基本的政策・国家戦略の立案

Ⅱ 徹底的な
 「事前防災」の推進・加速の司令塔

Ⅲ 発災時から復旧・復興までの
    災害対応の司令塔

 これまでの災害に対する中長期的視点を踏

まえた定期的かつ十分な検証

 多様な経験と高度な知見を基に、あらゆる

事態を想定し、起こり得る被害を先読みし

た防災の基本政策・国家戦略の企画・立案

 各主体の連携による地域レベルでの具体的
なシミュレーションに基づく災害リスク評価、
計画企画・立案の推進

 各主体による事前防災対策の抜けや漏れ   
把握、分野横断的な関係者間コーディネート
や平時からの実施勧告等による事前防災の
推進

 政府災害対策本部の運営や国全体の被
害状況把握など災害初動体制の構築

 被災自治体への迅速な応援体制の構築

 被災自治体のワンストップ窓口として被
災者のニーズを俯瞰的に把握

 過去の災害のノウハウをいかした継続
的・包括的な被災地伴走支援体制の構築

 世界有数の災害大国である我が国において、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震、首都直下地震、南海トラフ地震や富士山噴火など国難
級の災害の発生が切迫する中、人命・人権最優先の「防災立国」の実現が急務。

 国難級の災害に対しても死傷者や避難者を大幅に低減させ、必要な国家・社会機能を維持するため、平時からの事前防災の徹底が必要。

 そのため、我が国の防災全体を俯瞰的に捉え、産官学民のあらゆる力を結集し、中長期的視点から我が国の防災の在り方を構想する  
とともに、徹底した事前防災、発災時から復旧・復興までの一貫した災害対応の司令塔となる組織として「防災庁」を設置。

・ 建物等の耐震化     ・防災まちづくりと復興の事前準備
・ スフィア基準等を踏まえた避難生活環境の抜本改善 等

○ 防災庁の機能

 内閣直下に設置

 総理を組織の長とし、総理を助ける防災大臣を配置

 尊重義務を伴う各府省庁への勧告権等

 災害対応力の強化に必要な予算・人員の確保

 内閣府防災担当を発展的に改組

 ※個別行政分野における防災対策等は引き続き各府省庁で実施
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防災庁の果たす役割

 備蓄強化などスフィア基準等を踏まえた避難生活環境の抜本改善

 女性・高齢者・こども・障害者・外国人等の多様な視点等を取り入れた支援の充実

 災害ケースマネジメント実施体制の構築

 災害救助法適用等に係る事務、被災者生活再建支援制度の運用

 新物資システム（B-PLo）の活用等を通じた物資支援体制の構築の推進

 国民保護における救援に係る制度運用、訓練の実施

 感染症危機や原子力災害との複合に備えたノウハウの共有、訓練等の実施

 災害対応の高度化・効率化に向けたデジタル防災技術の活用基盤・環境

整備

 新総合防災情報システム（SOBO-WEB）を中核とした「防災デジタルプ

ラットフォーム」の強化・利活用

 災害対応に精通したデジタル人材の育成・派遣

 総合的・戦略的なコミュニケーションデザインの

検討

 幼児期からの実践的な防災教育

 地域が一体となったコミュニティ防災教育の推進

 災害の記録・課題・教訓の継承等

 産官学民それぞれの災害対応力強化

 都道府県等とのカウンターパートとなる職員を通じ

た地方自治体との連携体制の強化

 災害支援に関わるNPO等との協働強化と参画拡大

 産官学民関係者同士での平時から顔の見える

関係等の連携体制構築

 防災に関する新技術ニーズ・シーズの把握・統合

 被害想定の高度化やAIの活用、災害救助・対応
ロボットの開発など関係機関連携による防災技
術の研究開発・実装の推進

 防災技術・ノウハウを活用した防災産業の発展

 関係機関と連携した実践的な訓練等の推進

 防災に関する幅広い経験や専門知識、関係者間

のコーディネート力を有する行政職員や民間人

材など体系的な育成

 災害の経験・課題・教訓や知見・ノウハウの国際展

開など、国際防災の議論と枠組みづくりの主導

 防災関連企業・防災技術の海外展開による国際

社会との連携強化

防災技術の研究開発・実装、防災産業の発展 国際防災協力の推進体系的な人材育成システムの充実・強化

産官学民連携体制の構築国民の行動変容を促す普及啓発・防災教育

被災者に寄り添った支援体制の構築 デジタル防災技術の徹底活用

 各主体の連携による地域レベルでの具体的なシミュレー

ションに基づく災害リスク評価、計画企画・立案の推進

 事前防災対策の進捗状況や抜けや漏れの把握

 協定締結の促進など、民間企業の地域防災への参画を

促す取組の推進

大規模災害に対する事前防災の推進

 被災自治体のワンストップ窓口、継続的・

包括的な被災地支援

 事前復興の概念を踏まえた復興に関する

対応方針検討

早期の復旧・より良い復興の実現

 初動体制や被災自治体への迅速な応援体制の

構築

 デジタル技術活用による迅速な被害状況把握

 首長の意思決定支援、対応手順の標準化

 災害時の船舶を活用した医療提供体制整備

円滑かつ迅速な災害緊急事態対処

 防災行動変容を促す情報発信のための基盤

技術の構築

 地域レベルでの報道機関を含むメディアとの

連携による適時・的確かつ戦略的な防災情報

発信

戦略的な防災情報発信



内閣府（防災担当）の取組 ～防災教育・周知啓発ＷＧ（防災教育チーム）提言（令和３年５月）～

・全ての小・中学校で、地域の災害リスクや正常性バイアス等の必
要な知識を教える実践的な防災教育や避難訓練を実施

・全国の小・中学校における定期的な防災教育の実施内容を調査、
公表

・現職教員に加え教職課程の学生にも防災教育の指導法を教授

・地域特有の防災課題に応じた避難訓練を実施する小・
中学校は３割未満。避難訓練内容の形骸化も見られる

・正常性バイアス等の必要な防災知識が教えられている
のか、教育内容の詳細を確認できていない

・義務教育を終えた時に全ての生徒が災害から生命を守
る能力を身に付けている保証は何らない

・子どもの成長に重要な非認知能力※の育成に効果的な防災
教育が十分に認識されていない

・大人になるほど、正常性バイアス等により防災意識が低下

防災教育を第３次学校安全推進計画の柱に位置付け
～全ての子どもが災害から生命を守る能力を身に付けられる防災教育の全国展開～

・学校では防災教育に十分な時間・人材を充てられない

・防災教育への保護者の関心が高く、比較的柔軟な現場
対応が可能な幼保段階の防災教育の充実が求められる

・防災教育に当たり、地域と学校の一層の連携が必要

・地域と学校が連携した防災教育を支援する防災教育コーディネー
ター（仮称）を育成

※コミュニティ・スクールや地域学校協働活動などの学校と地域の連携・協働体制の仕組みの活用等

・幼保の段階から小、中、高とシームレスな防災教育を実施

さらに
・主体的・内発的に避難する態度、他人を思いやる態度を育てる

⇒ 非認知能力、生きる力を育成
・地域住民の防災活動、地域の自然の恵み・災いを教える

⇒ 郷土愛、地域を担う意識を育成
・子どもと共に地域の大人が防災を学ぶ

⇒ 大人が心を動かされ、主体的に生命を守る防災意識を涵養

※「非認知能力」
意欲、協調性、粘り強さ、忍耐力、計画性、自制心、創造性、コミュニケー

ション能力といった、測定できない個人の特性による能力。学力（認知能力）と
対照して用いられる。

〇全ての子どもたちが災害時に自らの生命を守ることができる
（例：自分が主人公の発災シナリオを作成する「防災小説」の

取り組みを通じ、災害を自分事化）
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内閣府（防災担当）の取組  ～コミュニティ防災教育の推進～
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現状・課題

 将来的に発災が危惧される巨大地震等の自然災害に備えて、事前防災の強化の観点から、防災教育を通じ
たコミュニティでの自助・共助による防災力の強化が喫緊の課題。また、地域の多世代が一体となり、互いに
助け合う心を持ち、共助の力を高めていくことが必要不可欠であるが、これまでの取組は、個人や個別団体
の成長に資する防災教育活動支援に留まっている。

 このため、学校教育などの限られた機会だけでは、幅広い世代への防災教育の展開が十分ではないことか
ら、対象を学校教育を含む地域全体（コミュニティ）へ広げていくことが必要不可欠。

事業内容
●地域住民・団体等と教育機関、地元企業等が連携して地域全体（コミュニティ）による防災教育活動を推進し、優良事例の形成・蓄積、横展開のための事業を実施。

実施スキーム
内閣府

共同実施省庁：文科省・国交省・こ家庁

委託

民間事業者等
・モデル地区の活動支援
・実践活動の内容・成果の収集・分析
・成果物の作成・普及 等

＜実践活動の例＞
・大人とこどもが参加する防災学習会等の実施
・こどもや住民が防災ボランティア活動へ参加
・未就学児を対象とした防災教育の実践活動
・防災教育コーディネーターの育成に資する取組
・災害教訓継承活動など、実践的な防災意識の向上 等

モデル地区

コミュニティ防災教育活動の実践
（様々な人々と繋がって取り組む）

大学等を含む学校、保育所や認定こども園、公民館、コミュニティセンター、地元企業、
NPO法人、自主防災組織、地域サークル団体などの連携体により実践

成果物 優良事例集、防災教育手引き（ノウハウ集）
普及用コンテンツの作成 等

連携・協力

地域と学校が連携することで、学校や
教員の負担を軽減することができる

こどもたちの、人を思いやる心、人を
助ける心を育むことにつながる

地域住民の防災意識の向上
地域防災力の向上

自治体

コミュニティセンター

地元企業

＜成果物の普及＞
 ・シンポジウムの開催（学術研究団体等と連携）・学校や公民館等への配布
・防災推進国民大会（ぼうさいこくたい）等における情報発信 等

 ＜効果検証・改善（R8以降）＞
   ・成果物を活用した実践活動の継続的実施による、成果物のブラッシュアップ

地域全体（コミュニティ）
での取組を促進

支援

・コミュニティ防災教育活動の実践
・ノウハウ・知見の蓄積 等）

モデル地区
（35地区で実施）

効 果

防災

学校 顔の見える関係性

5

https://soco-st.com/20139
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内閣府（防災担当）の取組  ～コミュニティ防災教育の推進～

＜コミュニティ防災教育実践活動事例集・コミュニティ防災教育の実践に関する手引き＞

コミュニティ防災教育実践活動事例集

コミュニティ防災教育実践に関する手引きコミュニティ防災教育推進事業のサイト

○令和7年度「コミュニティ防災教育推進事業」における実践事例を「コミュニティ防災教育実践活動事例集」として紹介
○多様な実践事例から得られたノウハウや知見を、「コミュニティ防災教育実践に関する手引き」として分かりやすく整理し、

公開。



内閣府（防災担当）の取組  ～TEAM防災ジャパンの概要～
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https://bosaijapan.jp/

○TEAM防災ジャパンは、内閣府と協力して、全国各地で活躍する多様な防災の担い手を育成・応援するための人材ネットワーク。防災
の担い手にとって有用なコミュニティや企業等による共助の防災活動等に関する情報をポータルサイトやSNS等で紹介。オンラインも活用
して、学習会の実施や参加者の交流・情報交換を促進。

○ぼうさいこくたいでは、内閣府と連携して、出展者等の交流を図るための「大交流会」や「会場ツアー」を開催。

ポータルサイト
●ぼうさいこくたい2025（新潟）での「大交流会」の開催  
ぼうさいこくたい2025において、内閣府と連携して、出展者等が交流や情報交換を行う

ための 「大交流会」を開催し、127団体が現地参加。

●ぼうさいこくたい2025での「オリジナルセッション」の開催
ぼうさいこくたい2025では、内閣府と連携して、注目度の高い3つのテーマによる「オリジ

ナルセッション」を開催。
セッション 「ジェンダー視点による被災者支援の意義と実際 ～男女共同参画センター

の活動及び多様な主体の連携の視点から考える～」

ぼうさいこくたいでの多様な防災の担い手との交流

メールマガジン・SNS
● 全国の防災の担い手に向けて、コミュニティや企業等による共助による防

災活動等に関する情報を定期的に発信するメールマガジンを発行（登
録者：約1,300人）

● SNS （Facebook、Twitter）でもセレクトした情報を発信。

アドバイザー
鍵屋 一  (跡見学園女子大学教授)  阪本 真由美（兵庫県立大学）
中川 和之 (時事通信社客員解説委員) 臼田 裕一郎（防災科学技術研究所）
福和 伸夫 (名古屋大学名誉教授)
加藤 孝明 (東京大学教授)
浅野 幸子 (減災と男女共同参画研修推進センター共同代表)



内閣府（防災担当）の取組  ～「NIPPON防災資産」の認定制度の概要～
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○近年、全国各地での災害の激甚化・頻発化しているが、普段、災害を具体的にイメージすることは難しい。災害が起きてから、
「まさか自分が被災者になるとは‥」という声が発せられるなど、多くの人にとって、災害リスクを自分の事としてとらえていない。

○一方で、「津波てんでんこ」など、伝承の取組により、命が救われた事例もある。

○全国の流域治水協議会や火山防災協議会等により推薦される候補案件を対象に、有識者による選定委員会で
の審議を経て、内閣府特命担当大臣（防災）及び国土交通大臣が「優良認定」・「認定」案件を認定。

○令和６年度には、優良認定11件、認定11件を認定、令和７年度
 は、優良認定６件、認定４件が認定され、優良認定案件については、
 内閣府、国土交通省主催により認定式を開催、両大臣より認定証が
 授与された。また認定案件については、 国土交通省の各地方整備局
 等にて、認定書の授与がなされた。

○内閣府と国土交通省では、地域で発生した災害の状況を分かりやすく伝える施設や、語り部といった災害の教訓を伝承す
る活動※などを、「NIPPON防災資産」（以下、「防災資産」という。）として認定する制度を、令和６年５月に創設。
※活動：語り部、防災に係る催事、防災ツアー等

○認定された防災資産を通じて、住民の方々が過去の災害の教訓や今後の備えを理解することで、「災害リスクを自分事
化」し、主体的な避難行動や地域に貢献する防災行動につなげる。

背景

災害リスクの自分事化に向けて

内閣府特命担当大臣（防災担当）、国土交通大臣による認定

ギャップ
を埋める

第2回認定式の様子

「安否札づくり」ワークショップ



内閣府（防災担当）の取組  ～防災意識向上に向けた普及啓発に関する取組～

■ 「みんなで減災」（R4）
■ 「もし、一日前に戻れたら… 
『一日前プロジェクト』エピソード集」（H20.3～）
■ 広報誌ぼうさい（H13.1～）
■ 「東日本大震災の教訓を未来へ～いのちを守る防災教
育の挑戦～（R2.1）

内閣府では、国民一人ひとりが日頃から災害に備えることの大切さを学び、災害時に自らの判断で適切に行
動できるよう、啓発用パンフレットや啓発動画等を作成・提供するなど、国民の防災意識向上に向けた取組
を実施するとともに、防災の重要性等について直接国民に働きかける国民運動（行事等）を展開。

「いのちを守る防災教育」を語る釜石中学生

【普及啓発パンフレット等】

■ 防災推進国民大会（ぼうさいこくたい）の開催（H28～）

■津波防災・火山防災に関する普及啓発

【防災に関する国民運動の展開】
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内閣府（防災担当）の取組  ～防災意識向上に向けた普及啓発に関する取組～

【 コンテンツの特徴 】
• 世代別による設計（理解度・関心に合わせた構成）
• 短時間（約3分）で理解できる設計
• モーショングラフィックスによる直感理解
• 防災を「知識」から「行動」へ転換

コンテンツ概要

防災に係る1本3分程度の普及啓発動画

こども、大人、高齢者など世代別に制作

災害時の行動を“事前”に考えるためのコンテンツ

コンテンツの目的

自助、共助、公助に対する意識の醸成

災害発生前の準備行動（事前防災）の浸透

正常性バイアスの打破と“自分事化”の促進

（大人向け） 防災アイテム編 https://youtu.be/L1lX0DrYZns?si=f08d0W5RGsMj-mOV

【防災について考えるきっかけとなる啓発動画】
※安全確認編、家の中の安全編も作成

（こども向け：左下）
https://youtu.be/dwchAhv1shA?si=16m6Ce7Ohx3dP69_
（高齢者向け：右下）

https://youtu.be/wUNfe5mfeCE?si=4NMrpQnuuKK7mwsm

＜世代別（こども向け、大人向け、高齢者向け）「事前防災普及啓発動画」＞
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https://youtu.be/L1lX0DrYZns?si=f08d0W5RGsMj-mOV
https://youtu.be/L1lX0DrYZns?si=f08d0W5RGsMj-mOV
https://youtu.be/L1lX0DrYZns?si=f08d0W5RGsMj-mOV
https://youtu.be/dwchAhv1shA?si=16m6Ce7Ohx3dP69_
https://youtu.be/wUNfe5mfeCE?si=4NMrpQnuuKK7mwsm
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国民の防災に対する備えの現状

出典：防災に関する世論調査（R7.10）

〇これまでの取組により防災の備えは一定程度進んでいるところ。
〇一方、家具の固定など取組を先延ばしにしている国民も多い。

【大地震に備えての対策】 【家具・家電の固定ができていない理由】
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国民の防災に対する備えの現状

大地震に備えた自助の取組に係る選択率の推移（防災に関する世論調査）

出典：令和7年防災白書

〇 自助の重要性の認識や具体的な対策を講ずる動きは、阪神・淡路大震災、東日本大震災といった大
災害を経て、着実に国民の間に浸透しているにもかかわらず、自助の取組の実施率は頭打ち傾向にあ
る。
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現状・検討の方向性

〇 これまでの、防災教育や訓練、広報施策など様々な取組により、災害への備えは一定程度
効果がでているが、自助の取り組みは頭打ちの傾向。

〇 災害への備えの必要性を認識されているものの、具体的な行動に至っていない層が一定層
存在することから、負担感を軽減しつつ、日常生活の延長として自然に防災行動が促される
ような取り組みが求められている。

現 状

○意識向上だけでは限界があり、行動を引き出す環境設計が必要
○フェーズフリーの考えを浸透させることにより、防災の取組が特別なものではなく、日常の延長と

して実践される社会の実現するため、以下に向けた取り組みを推進してはどうか
・防災への心理的ハードルを低減し、社会全体で防災行動が当たり前に

 なる機運の醸成
・様々な主体が防災対応を広めるプレーヤーになり得ることなど、防災に対する
気づきの喚起

・フェーズフリーの考えを仕様に溶け込ませるなど、社会環境を変えることにより災害に強い社
会の実現（施設設計の配慮、家具購入時に家具固定を標準化する など）

検討の方向性



・めんどくさい
・お金がかかる
・考えたくない

日常と防災を分けて考えていることが要因の１つではないか

・なんとかなる
・忙しい
・うちは大丈夫

防災と日常を分けず、日常と災害時の区別をなくし、どちらにも役立つ仕組みができ
れば、 災害時においても、特別な判断や行動を求められることなく、自然に命を守る
行動がとれる社会につながる可能性がある

「災害への備え」を行動に移さない要因
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防災を日常に溶け込ませるための手段の例

ツールフェーズフリー デュアルユース

例）かまどベンチ

日常と非常時の境界を分けない 用途の「二重化」

日常 非常時

人との関わり
例）保健師の活用

保健師や隣近所など地域の関
係性による相互支援

ナッジ
例）タクシー駐停車マナー改善

出典：フェーズフリー協会公式HP

より良い行動を自発的にとれる
よう促す手法

出典：自治体ナッジシェアWebサイト
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内閣府防災における現在の取組

○民間企業・行政などあらゆる主体がそれぞれ防災に関する情報を発信する際に「#防災を日常に」の
ハッシュタグをつけて投稿する取組を実施

＜民間企業による国民の防災対応を促す取組の例＞



内閣府防災における現在の取組 ～「防災を日常に」を目指した情報発信サイト～

○近所を散歩することや、お買い得品を余分に買うことなど、日常の何気ない行動が防災につながっている
ことをwebで紹介
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農林水産省 食料安全保障室
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各省の取組事例
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各省の取組事例

＜ペットの災害対策関連のフェーズフリー事例＞環境省

○ペット用のケージを、普段からペットの寝床として使用。災害時にペット同行避難する際にはケージでの
飼育が必須だが、慣れていないとストレスから吠えたりしてトラブルの原因になる。

○普段から寝床として使うことで、災害時の同行避難のハードルを下げることが期待される。

能登半島地震における、一時預かり施設でのケージでの飼養の例

災害、あなたとペットは大丈夫？
人とペットの災害対策ガイドライン
＜一般飼い主編＞より
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民間企業での取組事例

ちょ備蓄
（サントリービバレッジ＆フード株式会社）

○民間企業においても、日常の延長に防災の取組を溶け込ませる取組が進んでいる。
○こうした民間企業による取組が進むことで、社会全体の防災力の向上が期待される。

ワークマンだからできる日常防災
（株式会社ワークマン ）

日常の延長線上に起こる
“もしも”にも頼れる商品とし
て、普段使いになじむデザイ
ンと、手頃な価格でありなが
ら、防水・耐久・グリップ性能
に優れ、「日常防災」にぴっ
たりのシューズ等を紹介。

商品やサービスが「フェーズフ
リー」の考え方に基づいてデ
ザイン されていることを一般
社団法人フェーズフリー協会
が審査・証明する制度

ちょっと意識を変えるだけで、
日常の行動が備えとなり、も
しもの時の安全安心につなが
るという点に着目し、日常で
取り組みやすいアクションを提
示することで防災備蓄のハー
ドルを下げ、行動を促す取組

突然訪れる「もしも」に備えて、
いざという時に役立つ防災の
基礎知識や避難生活に役立
つ情報を紹介するとともに、災
害時にも役立つ商品を紹介。

そなえーる
（花王株式会社）

フェーズフリー認証制度
（一般社団法人フェーズフリー協会）



現在、各省庁や民間企業がそれぞれフェーズフリーなどに取り組んでいるが、社会を変革していくためには
以下について取り組む必要があるのではないか

21

フェーズフリー等促進に向けた今後の方向性

・共通ビジョンの設定
→官民で「防災を日常に溶け込ませる」という目指す姿を共有し、単なる防災施策ではなく、社会変
 革の方向性として位置づける必要があるのではないか

・用語・概念の標準化
→用語の定義や範囲をある程度明確化し、ブレのない理解の醸成を図るべきではないか

・成功事例の可視化
→先行事例を整理し、わかりやすく発信することで行動開始の障壁を下げるべきではないか

・分野横断的な連携体制の構築
→防災部局に限らず、官民問わず、あらゆる分野と連携し、横断的に取り組みを推進する
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論点

以下の観点等についてご意見をいただきたい

・フェーズフリーの理念を具体的に社会実装するにあたっての留意点

・官民の役割分担、連携のありかた

・防災行動を社会経済活動にビルトインするための方策

・その他
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